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鳥取市規則第２１号 

   鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の一部を改正す 

る規則 

鳥取市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則（平成３０年鳥取市規則第

１１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「並びに健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２

６条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第４８条第１項第３号に規定す

る指定介護療養型医療施設」を削る。 

第３条から第１２条までを削る。 

第１３条中「第３条から第５条まで、第７条から第９条まで又は前条に規定する申

請書又は届出書」を「法第７０条第１項、第７８条の２第１項、第７９条第１項、第

８６条第１項、第９４条第１項、第９５条、第１０７条第１項、第１０９条、第１１

５条の２第１項、第１１５条の１２第１項若しくは第１１５条の２２第１項の規定に

よる申請（これらの更新又は変更の申請を含む。）又は法第７５条各項、第７８条の５

各項、第７８条の８、第８２条各項、第８９条、第９１条、第９９条各項、第１１３

条各項、第１１５条の５各項、第１１５条の１５各項若しくは第１１５条の２５各項

の規定による届出」に改め、同条を第３条とする。 



第１４条中「第３条から第１２条まで（第６条及び第１１条を除く。）の規定による

指定若しくは許可（これらの更新又は変更を含む。）若しくは承認又は届出の受理をし

たとき」を「法第７０条第１項、第７８条の２第１項、第７９条第１項、第８６条第

１項、第９４条第１項、第１０７条第１項、第１１５条の２第１項、第１１５条の１

２第１項若しくは第１１５条の２２第１項の規定による指定若しくは許可（これらの

更新又は変更を含む。）、法第９５条若しくは第１０９条の規定による承認又は法第７

５条各項、第７８条の５各項、第７８条の８、第８２条各項、第８９条、第９１条、

第９９条各項、第１１３条各項、第１１５条の５各項、第１１５条の１５各項若しく

は第１１５条の２５各項の規定による届出の受理をしたとき」に改め、同条を第４条

とする。 

第１５条第１項中「様式第１３号」を「様式第１号」に改め、同条第２項中「様式

第１４号」を「様式第２号」に改め、同条を第５条とする。 

第１６条を削る。 

第１７条第１項中「様式第１６号」を「様式第３号」に改め、同条第３項中「様式

第１７号」を「様式第４号」に改め、同条第４項中「様式第１８号」を「様式第５号」

に改め、同条を第６条とする。 

第１８条を第７条とする。 

 様式第１号から様式第１２号までを削り、様式第１３号中「第１５条関係」を「第

５条関係」に改め、同様式を様式第１号とする。 

 様式第１４号中「第１５条関係」を「第５条関係」に改め、同様式を様式第２号と

する。 

 様式第１５号を削り、様式第１６号中「第１７条関係」を「第６条関係」に改め、

同様式を様式第３号とする。 

様式第１７号中「第１７条関係」を「第６条関係」に改め、同様式を様式第４号と

する。 

 様式第１８号中「第１７条関係」を「第６条関係」に改め、同様式を様式第５号と



する。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


